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はじめに（水質検査計画について） 

 吉見町水生活課では、町内に供給している水道水の全てを埼玉県企業局から浄水受水

しています。この浄水が、水道法の水質基準に適合した安全で良質な水であることをご理

解いただくための指針として「水質検査計画」を策定いたしました。この水質検査計画は、

吉見町の水道水の状況を踏まえ、また利用者の意見を参考にして、毎年見直していきます。 

 

 水質検査計画の内容 

 

  

 １ 基本方針 

 ２ 水道事業の概要 

 ３ 給水の水質状況 

 ４ 水質検査項目、採水地点、採水頻度及びその理由 

 ５ 臨時の水質検査 

 ６ 水質検査の方法 

 ７ 水質検査計画及び検査結果の公表 

 ８ その他配慮すべき事項 

 

 

 

１ 基本方針  

(１)水質検査は、配水系統を代表する給水栓から採水した水で行います。 

(２)検査項目は、安全で良質であることを確認するために水道法で検査が義務付けられてい

る水質基準項目を実施します。 

(３)水道水の水質基準を維持することが危ぶまれる水質汚濁事故等の発生時には、速やか

に臨時検査を実施します。 

 

 

２ 水道事業の概要  

(１)給水状況（令和４年度実績） 

    ①給 水 区 域  吉見町全域  ３８．６４ｋ㎡ 

    ②給 水 人 口  １７，９８５人（令和４年度末） 

    ③普 及 率  ９９．８％ 

    ④１日最大配水量  １３，２８１㎥ 

    ⑤１日平均配水量   １０，３７０㎥ 

(２)配水施設の名称及び浄水方法 

    ①今泉管理センター    （中央運転管理）   

    ②黒 岩 配 水 場  塩素処理 

    ③久 米 田 配 水 場  塩素処理 
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    ④八 反 田 配 水 場  塩素処理 

   ⑤蚊 斗 谷 配 水 場       塩素処理 

 

(３)配水場の名称及び種別 

    ①黒 岩 配 水 場 系 統 県水のみを受水 

    ②久米田配水場系統 県水のみを受水 

    ③八反田配水場系統 中区の配水管から受水 

   ④蚊斗谷配水場系統    県水のみを受水 

 

 

３ 給水の水質状況  

  吉見町の給水は、全量が埼玉県営水道からの浄水受水（受水率１００％）であり、これま

での水質検査においても水質基準を満たしており、飲料水としての安全性が確認されたも

のです。 

 

参考：埼玉県吉見浄水場及び行田浄水場の水質管理上の主な留意事項） 

受水施設 久米田配水場・蚊斗谷配水場 黒岩配水場 

県浄水場名 埼玉県吉見浄水場 埼玉県行田浄水場 

水源 表流水（荒川） 表流水（利根川） 

留
意
事
項 

原水 

・降雨(集中豪雨等)による濁度上昇 

・油流出等の水質汚染事故 

・生活排水などの流入による界面活性剤、アンモニア態窒素やト

リハロメタン生成能等の上昇 

・貯水池等、水が停滞しやすい水域での藻類増殖によるかび臭物

質の産生 

・藻類の光合成に伴う pH値の上昇 

・微小な藻類の増加による浄水処理への影響 

浄水 ・トリハロメタン等の消毒副生成物濃度の上昇 

 

 

４ 水質検査項目、採水地点、採水頻度及びその理由  

(１)毎日検査 

  色、濁り、消毒の残留効果（遊離残留塩素濃度）の検査は、水道法施行規則第１５条

第１項第１号に基づき１日１回の検査を行います。採水場所については、町内の給配水

管の系統を網羅するよう下記のとおり選定しました。 

  [採水場所]  ※別添位置図参照 
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 ①滝馬室ドレーン 

  鴻巣市滝馬室３２１８地先 

 ②東部緑地公園 

  吉見町大串２９４５ 

 ③荒子地区クリーン施設 

  吉見町荒子５３５ 

④永府公園 

         吉見町西吉見６０４－１ 

 ⑤吉見百穴事務所 

  吉見町北吉見３２７ 

 ⑥長谷八幡公園 

  吉見町長谷１２１２ 

 ⑦中曽根集会所 

  吉見町中曽根２５５ 

 ⑧今泉ドレーン 

         吉見町今泉１６６－２ 

⑨吉見町立図書館 

  吉見町中新井４９７ 

 ⑩吉見町役場 

  吉見町下細谷４１１ 

 ⑪道の駅いちごの里よしみ 

         吉見町久保田１７３７ 

 

(２)水質基準項目の検査 

  浄水の水質基準項目については、水道法施行規則第１５条第１項第３号に基づき、別

表１のとおり実施します。 なお、別表２のとおり、最大で３年に１回まで検査回数を減らす

ことができる項目もありますが、安全性や安心を担保することから、基本的には省略しな

いで検査を行います。 

  [採水場所]  ※別添位置図参照 

今泉管理センター玄関前 

  吉見町今泉２５６ 

 

 

５ 臨時の水質検査  

  以下のような状況で、水質基準に適合しないおそれがある場合は、臨時の水質検査を行

います。 

(１)埼玉県企業局の浄水における水質が著しく悪化したとき。 

(２)給水区域及びその周辺において、消化器系伝染病が流行しているとき。 
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(３)配水管の大規模な工事、その他により、水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。 

(４)その他、特に必要があると認められるとき。 

 

６ 水質検査の方法  

  １日１回行う検査は自己検査とし、その他の分析項目については埼玉県企業局に依頼し、

同企業局内の検査室にて行います。 

 

 

７ 水質検査計画及び検査結果の公表  

 水質検査計画は毎年度策定し、水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果につ

いては吉見町のホームページに掲載し、公表します。 

  また、検査の結果をもとに、必要に応じて検査計画を見直していきます。 

 

 

８ その他配慮すべき事項  

(１)水質検査の実施確認 

  委託を行う埼玉県企業局に対し、検査の精度及び信頼性確保のため、立入検査により

検査方法や精度管理、施設の管理状況等について町職員が実施確認を行います。 

 

(２)関係者との連携 

  吉見町は水道水の安全性を確保するため、埼玉県企業局等で水質汚染事故が発生し

た場合、吉見町農政環境課や国、埼玉県、他市町村水道事業関連部局等と連携し、情

報交換を図りながら迅速かつ適切な対応に努めます。 

 

 

 

 

   

問い合わせ先    

吉見町水生活課  上水道係 

所在地   〒３５５－０１９２   吉見町大字下細谷４１１番地 

電 話   ０４９３－６３－５０２３（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ   ０４９３－５４－５１４７ 


